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令和2年8月1 1日

高等裁判所事務局長殿

地方裁判所事務局長殿

最高裁判所事務総局刑事局第一課長福家康史

拝啓時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

各庁におかれては， これまでも，新型コロナウイルス感染症への対応として，裁

判員候補者や裁判員，補充裁判員（以下まとめて「裁判員等」 という。 ）の安全・

安心を確保し，裁判員裁判に幅広い国民の参加が得られるよう，裁判官，裁判員等

のマスク着用はもとより， いわゆる 「三つの密」を避けるために，各庁の実情に応

じ，法廷における裁判員等の席の間のアクリル板等の設置，裁判員等選任手続や評

議における広い部屋の使用による裁判員等の間の座席間隔の確保，換気の励行など，

様々な感染拡大防止策を講じておられることと承知しております。
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各庁におかれては，今後とも，地域の感染状況を含む各庁の実情や審理・評議の

状況等を踏まえた効果的な感染拡大防止策を検討し，裁判員等の安全・安心の確保

に遺漏がないようにしてください。 敬具


